
○
法
務
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
三
、
一
、
二
九

六
三
、
一
、
二
九

　
　
（
予
）

　
六
三
、
三
、
三
一

可
　
　
決

六
三
、
三
、
三
一

可
　
　
決

六
三
、
一
、
二
九
　
六
三
、
三
、
二
二

可
　
　
決

　
六
三
、
三
、
二
五

可
　
　
決

48

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
八

三
、
八

（
予
）

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

三
、
八

　
　
　
四
、
一

可
　
　
決

　
　
　
四
、
一
二

可
　
　
決

52

不
動
産
登
記
法
及
び
商
業
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

"

三
、
一
一

三
、
一
一

（
予
）

　
　
　
五
、
一
九

可
　
　
決

　
　
五
、
二
〇

可
　
　
決

三
、
一
一

　
　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
二

可
　
　
決

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

坂
上
富
男
君

外
　
　
三
　
　
名

　
（
六
三
、
三
、
二
四
）

六
三
、
五
、
二
三

六
三
、
五
、
二
三

　
　
（
予
）

六
三
、
五
、
二
三

継
　
続
　
審
　
査



裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

　
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
職
員
の
定
員
を
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
簡
易
裁
判
所
判
事
の
員
数
を
五
人
増
加
し
七
百
八
十
四
人
に
改

　
　
め
る
。

　
二
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
五
人
増
加
し
二

　
　
万
千
三
百
七
十
六
人
に
改
め
る
。

　
三
、
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
下
級
裁
判
所
に
お
け
る
事
件
の
適
正
迅
速
な
処
理

　
を
図
る
た
め
、
簡
易
裁
判
所
判
事
の
員
数
を
五
人
増
加
す
る
と
と
も

　
に
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
二
十
五
人
増
加
し
よ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
簡
易
裁
判
所
判
事
の
五
名
の
増
員
と

簡
易
裁
判
所
の
事
件
数
の
関
連
性
、
判
事
補
か
ら
判
事
へ
の
任
官
の

実
情
と
任
官
基
準
、
裁
判
官
の
増
員
の
必
要
性
等
に
つ
き
ま
し
て
熱

心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承

知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
別
に
発
言
も
な

く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
無
罪
の
裁
判
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
補
償
金
算

　
定
の
基
準
と
な
る
金
額
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

　
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
未
決
の
抑
留
も
し
く
は
拘
禁
ま
た
は
自
由
刑
の
執
行
等
に
よ
り

　
　
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
た
場
合
の
補
償
金
の
日
額
の
上
限
を

　
　
　
「
七
千
二
百
円
」
か
ら
「
九
千
四
百
円
」
に
引
き
上
げ
る
。

　
二
、
死
刑
の
執
行
を
受
け
た
場
合
の
補
償
金
の
最
高
額
及
び
加
算
額



　
を
「
二
千
万
円
」
か
ら
「
二
千
五
百
万
円
」
に
引
き
上
げ
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結

　
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
経
済
事
情
に
か
ん
が
み
、
無
罪
の

　
裁
判
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
刑
事
補
償
法
に
基
づ
く
補
償
金
の
額

　
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
未

　
決
の
抑
留
も
し
く
は
拘
禁
ま
た
は
自
由
刑
の
執
行
等
に
よ
り
身
体
の

　
拘
束
を
受
け
て
い
た
場
合
の
補
償
金
の
日
額
の
上
限
を
「
七
千
二
百

　
円
」
か
ら
「
九
千
四
百
円
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
、
死
刑
の
執
行
を

　
受
け
た
場
合
の
補
償
金
の
最
高
額
及
び
加
算
額
を
「
二
千
万
円
」
か

　
ら
「
二
千
五
百
万
円
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
補
償
金
の
額
の
算
定
基
準
、
基
準
日

　
額
の
下
限
据
え
置
き
の
理
由
、
少
年
の
保
護
処
分
取
り
消
し
に
対
す

　
る
補
償
の
可
否
、
被
疑
者
補
償
規
程
の
運
用
等
に
つ
き
ま
し
て
質
疑

　
が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
ほ
か
、
参
考
人
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
慎

　
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承

知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
の
後
、
猪
熊
理
事
よ
り
、
補
償
金
額
の
増
額
を
内
容
と
す
る

日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、

民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
西
川
委
員
共
同
提
案
に
係
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
府
か
ら
は
同
案
に
対
し
反
対
で
あ
る
旨
の
発

言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
い
で
採
決
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も

っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
工
藤
理
事
よ
り
刑
事
補
償
制
度
の
趣

旨
に
か
ん
が
み
補
償
金
額
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
早
急
に
努
力
す
る

こ
と
等
を
内
容
と
す
る
自
由
民
主
党
・
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、

公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
西

川
委
員
共
同
提
案
に
係
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



不
動
産
登
記
法
及
び
商
業
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
二
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
不
動
産
登
記
事
務
及
び
商
業
登
記

　
事
務
の
処
理
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て

　
不
動
産
登
記
及
び
商
業
登
記
を
行
う
制
度
の
導
入
を
図
る
と
と
も
に
、

　
現
行
の
不
動
産
登
記
制
度
の
改
善
、
合
理
化
等
を
図
ろ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
登
記
所
（
指
定
登
記
所
）
に
お
い
て
は
、

　
　
登
記
事
務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て

　
　
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
二
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
制
度
の
下
に
お
い
て
は
、
登
記
簿

　
　
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
公
開
は
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

　
　
証
明
し
た
書
面
（
登
記
事
項
証
明
書
）
及
び
そ
の
摘
要
を
記
載
し

　
　
た
書
面
（
登
記
事
項
要
約
書
）
の
交
付
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
、

　
　
登
記
事
項
証
明
書
は
、
民
法
、
民
事
執
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規

　
　
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
登
記
簿
の
謄
本
ま
た
は
抄
本
と
み
な
す
。

　
三
、
い
わ
ゆ
る
休
眠
抵
当
権
等
に
関
す
る
登
記
の
抹
消
手
続
の
要
件

　
　
を
緩
和
す
る
。

四
、
本
店
及
び
支
店
の
両
方
の
所
在
地
に
お
い
て
商
業
登
記
の
申
請

　
を
す
べ
き
場
合
で
も
、
そ
の
本
店
及
び
支
店
が
別
に
指
定
を
受
け

　
た
指
定
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
支
店
の
所
在

　
地
に
お
い
て
す
べ
き
申
請
は
、
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記

　
所
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
商
業
登
記
簿
の
閲
覧
を
有
料
化
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た

　
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
商
業
登
記
に
係
る
部
分
等
は
公
布

　
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
日
か
ら
、
右
四
、

　
五
に
係
る
部
分
等
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い

　
範
囲
内
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
法
務
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
登
記
事
務
の
処
理
の
状
況
に
か
ん

　
が
み
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
不
動
産
登
記
及
び
商
業
登
記

　
を
行
う
制
度
の
導
入
を
図
る
と
と
も
に
、
現
行
の
不
動
産
登
記
制
度

　
の
改
善
、
合
理
化
等
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

　
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。



　
第
一
に
、
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
登
記
所
に
お
い
て
は
、
登
記
事

務
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
取
り
扱
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
第
二
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
制
度

の
下
で
の
登
記
事
項
の
公
開
は
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
登
記
事
項

要
約
書
の
交
付
の
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
、
登
記
事
項
証
明
書
は
、

民
法
、
民
事
執
行
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

登
記
簿
の
謄
本
ま
た
は
抄
本
と
み
な
す
こ
と
、
第
三
に
、
会
社
の
支

店
の
所
在
地
に
お
い
て
す
べ
き
登
記
申
請
手
続
を
簡
略
化
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
い
わ
ゆ
る
休
眠
抵
当
権
等
に
関
す
る
登
記
の
抹
消
手
続
の

要
件
を
緩
和
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
登
記
事
処
理
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
計

画
の
具
体
的
内
容
、
登
記
情
報
の
公
開
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
、

職
員
の
処
遇
と
研
修
、
商
業
登
記
簿
の
閲
覧
の
有
料
化
の
理
由
等
の

諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
ほ
か
、
東
京
法
務
局
板
橋

出
張
所
に
お
い
て
実
情
調
査
を
行
い
、
ま
た
、
参
考
人
か
ら
意
見
を

聴
取
す
る
な
ど
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
橋
本
理
事
よ
り
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
反
対
の
意
見
が
表

明
さ
れ
ま
し
た
。
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛

成
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
工
藤
理
事
よ
り
、
登
記
事
務
処
理
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
の
た
め
の
長
期
的
・
総
合
的
計
画
を
速
や
か
に
樹

立
す
る
こ
と
、
登
記
申
請
手
続
の
整
備
を
図
る
こ
と
等
を
内
容
と
す

る
自
由
民
主
党
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、

日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
西
川
委
員
共
同
提
案
に
係

る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決

議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




